如水会横浜支部規約改定案

第一条（呼称）
当支部は、如水会横浜支部（創立１８９９年５月２日）と言う。尚、従来の慣例として、横浜如水会（ＹＪ会）の使用も認めることとする
第二条（事務所所在地）
当支部は、事務所を横浜市中区元浜町３－２１－２ヘリオス関内ビル４階
株式会社ともクリエーションズに置く
第三条（会員資格）
（1） 当支部の会員の属する地域は、原則として神奈川県横浜市とするが、事情に応じて他の都道府県、市町村も含める
（2） 当支部会員は、上記地域に在住若しくは在勤する一橋大学（含む大学院）卒業生、学生及び如水会会員とする
（3） [bookmark: _GoBack]横浜在住で百歳以上の方（本部でポートレートを記念品として贈呈した方）及び当支部 3 年 以上在籍で 90 歳以上の方（卒業年次から推定する方を含む）は名誉会員とし、年会費を免 除する。
第四条（目的）
　　　　当支部の目的は、一橋大学の目標と使命の達成に協力して、広く政治経済、社会文化の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦、知識の増進を図ることを目的とする
第五条（主な活動）
当支部は、前条の目的を達成するために次の主な活動を行う
（１）一橋大学及び当該大学の関連団体の講演及び相互の連絡
（２）会報の発行
（３）講演会、談話会、その他集会の開催
（４）その他本会の目的を達成するために必要な事業
第六条（役員の設置）
　　　　当支部は以下の役員を設置して、任期は２年とする。但し、再選を妨げない。補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする、なお、幹事の中から会計担当を選任する
　　　　（１）支部長　　　　　　　　　１名
　　　　（２）代表幹事　　　　　　　　２名以内
　　　　（３）副代表幹事　　　　　　　若干名
（４）幹事　　　　　　　　　　若干名
　　　　（５）監査役　　　　　　　　　２名以内

第七条（役員の主な任務）
（1） 支部長は、当支部を代表して、運営を統括する
（2） 代表幹事は、支部長を補佐し、支部長不在の場合はその職務を代行する
（3） 副代表幹事及び幹事は、支部長を補佐して運営を行う
（4） 監査役は、当支部の会計や業務を監査する
第八条（相談役の設置と役割）
（1） 支部長は、支部長経験者又は当支部活動に大きく貢献した者を相談役として任命する
（2） 相談役は、当支部活動の運営への助言を行う
第九条（常任幹事会の設置）
（１）当支部の活動や幹事人事等の重要運営事項の議案により決定または総会への提案機関として設置する
　　　　（２）常任幹事会メンバーは、支部長、代表幹事、副代表幹事で構成し、その他幹事は常任幹事会にて担当業務の企画、実施、進捗状況等を報告する
第十条（部会、同好会の設置）
（1） 当支部の活動として、常任幹事会の承認の下、部会及び同好会を設置する
（2） 部会には代表世話人を設置し、同好会には世話人を設置し、活動を推進する
（3） 必要に応じて、部会代表世話人は世話人を、同好会世話人は世話人代理を設置することが出来る
第十一条（任命）
役員は、総会の決議によって選任される
第十二条（本部報告事項）
　　　　　　当支部の事務所所在地、支部長氏名、代表幹事氏名、副代表幹事氏名は本部に報告するものとする
第十三条（支部報告）
　　　　　　支部会員の入会、退会、休会及び氏名、住所、勤務先に変更があった場合は、速やかに当支部へ連絡する
第十四条（任意退会と休会）
（1） 退会希望者は、当支部に書面で届出ることにより、何時でも退会できる。但し、納入済みの年会費は返却しない
（2） 休会希望者は、当支部に書面で届けることにより、休会することができる。但し、休会者は原則として当支部の活動に参加することは出来ない

第十五条（会員資格の喪失）
以下の場合、当支部の会員資格を喪失する
（1） 年会費を２年以上連続して滞納し、かつ納入督促に応じない場合
（2） 当会員が、死亡、失踪宣告を受けた場合

第十六条（除名）
　　　　　当支部会員が以下のケースに該当した場合は、常任幹事会の決議によって当該会員を除名することが出来る
（1） 当支部の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
（2） その他除名すべき正当な事由がある場合
第十七条（保管資料）
　　　　　当支部は、以下の書類を備えるものとする
（1） 支部規約
（2） 支部会員名簿
（3） 支部会計帳簿
（4） 支部活動記録
（5） その他活動に必要と認めたもの
第十八条（名簿、個人情報保護）
　　　　　支部会員名簿には、原則として、氏名、住所、卒業年次、職業、勤務企業等を記載する。個人情報の保護に関しては、万全を期す
第十九条（年会費）
　　　　　当支部会員は、年会費として、年額３０００円を納入する。但し、新規に当支部に加入した会員の加入年度の年会費を無料とする
又休会者の年会費を１０００円とする
第二十条（活動）
　　　　　当支部の主な活動は総会、納涼会、新年会、部会活動、同好会活動等とする
第二十一条（活動年度）
　　　　　当支部の活動年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する
第二十二条（活動報告、決算報告）
　　　　　当支部の活動報告及び決算は、常任幹事会で審議され、総会で承認を受ける
第二十三条（活動方針）
　　　　　新年度の活動方針は、常任幹事会から提案され、総会で承認を受ける
第二十四条（体制、規約、役員の変更）
　　　　　組織及び規約の変更は、常任幹事会から提案され、総会で承認を受ける
第二十五条（総会決議）
　　　　　総会の議事は出席者（委任状を含む）の過半数で決議する。可否同数の場合は、支部長が決定する
第二十六条（弔慰金規定）
　　　　（１）当支部の役員を一期以上務めたものまたは常任幹事会で承認した者の逝去に対して、以下の弔慰金を贈る
≪香典１万円または供花≫
（２）その他時別な場合の儀礼に関しては、常任幹事会の決議を経て実施する
第二十七条（その他）
　　　　　当規約に該当が無い場合は、如水会定款等を参考に常任幹事会で決定する

以上

支部規約の制定　１９８８年５月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　１９９１年５月２４日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２００１年５月１７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２００２年５月１６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２００５年５月１９日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２００７年５月１７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２００８年５月１５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２００９年５月２１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２０１１年５月１９日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２０１３年５月１６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２０１５年５月２８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２０１７年５月２５日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改定　２０１８年５月１７日

